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1. 改正規則等への適合性について 

 1.1 改正規則等において追加された事項 

 令和 3 年 4 月 21 日に「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則の解釈」（以下「設置許可基準規則の解釈」という。）等が一部

改正され、基準地震動評価について、震源を特定せず策定する地震動のうち全国共通

に考慮すべき地震動として、標準応答スペクトルを考慮した評価が新たに規制に取り

入れられた。具体的な改正点は、以下の 1.1.1 に示すとおり。 

 

  1.1.1 標準応答スペクトルに係る事項 

（改正された規則等） 

・設置許可基準規則の解釈（別記 2 第 4 条） 

 以下の抜粋においては、変更又は追加箇所を下線部分及び破線で囲んだ部分で示

す。規定の移動については二重下線部分で示す。 

1. はじめに 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解

釈」（以下「設置許可基準規則の解釈」という。）等の一部改正に伴い，標準応答スペ

クトルに基づき策定した地震動として，基準地震動（以下「ＳＳ－３２」という。）を

追加した。 

本資料では，ＳＳ－３２追加に対する設計方針及び基準適合性について説明する。 

 

2. 改正規則等への適合性について 

 2.1 改正規則等において追加された事項 

令和 3 年 4 月 21 日に設置許可基準規則の解釈等が一部改正され，基準地震動評価

について，震源を特定せず策定する地震動のうち全国共通に考慮すべき地震動とし

て，標準応答スペクトルを考慮した評価が新たに規制に取り入れられた。具体的な改

正箇所を第 2.1 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

（東二は，第2.1表に示

す。） 
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・記載表現の相違 
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 1.2 改正規則等への適合性 

  1.2.1 標準応答スペクトルに係る事項 

 設置許可基準規則の解釈別記 2 第 4 条第 5 項にて、「震源を特定せず策定する地震

動」のうち「全国共通に考慮すべき地震動」について、「標準応答スペクトル」を考

慮することが追加要求された。 

 本規則等改正を踏まえ、「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」（以下

「ガイド」という。）を参照し、以下の(1)～(3)の事項も検討した上で、標準応答ス

ペクトルを考慮した基準地震動 Ss-3-3 を追加し、基準地震動による地震力に考慮す

る旨の内容を設置変更許可申請書本文及び添付書類に追加しており、改正規則等に適

合していると判断している。 

(1) 標準応答スペクトルは，地震基盤相当面で策定された地震動レベルであり，敷

地の解放基盤表面のＳ波速度が約2.6km/sと地震基盤相当であることを踏まえ，

標準応答スペクトルをそのまま「震源を特定せず策定する地震動」として採用

する。 

(2) 標準応答スペクトルは，一部の周期帯で基準地震動 Ss-1 の設計用応答スペク

トルを上回ることから，基準地震動 Ss-3-3 として選定する。 

(3) 基準地震動 Ss-3-3 の設計用模擬地震波は，それぞれの応答スペクトルに適合

する周波数―振幅特性に対し，異なる位相特性を用いた複数の方法により検討

を行ったうえで，一様乱数の位相をもつ正弦波の重ね合わせによって作成した

模擬地震波を採用する。 

※文章構成の差異により、順不同で関連記載を抜粋 

 なお、設置許可基準規則の解釈別記 2 第 4 条第 4 項に係る弾性設計用地震動につ

いては、添付書類八の「1.4.1.3(2) 動的地震力」において、「弾性設計用地震動

は，基準地震動との応答スペクトルの比率が目安として 0.5 を下回らないよう基準

地震動に係数 0.53 を乗じて設定する。」と記載している。この係数 0.53 は工学的

判断により「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（昭和 56 年 7 月 20 日原

子力安全委員会決定，平成 13 年 3 月 29 日一部改訂）」における基準地震動Ｓ１の

応答スペクトルをおおむね下回らないように基準地震動 Ss-1 を 0.53 倍することで

弾性設計用地震動 Sd-1 を作成しているものであり、また、基準地震動 Ss-1 以外の

基準地震動についても同様の係数0.53を乗じて弾性設計用地震動を作成している。 

 したがって、標準応答スペクトルを考慮した基準地震動 Ss-3-3 を追加したとし

ても係数 0.53 の設定の考え方に変更はないため、「弾性設計用地震動は，基準地

震動との応答スペクトルの比率が目安として 0.5 を下回らないよう基準地震動に係

数 0.53 を乗じて設定する。」という基本的設計方針は令和 2 年 9 月 16 日付け原規

規発第 2009168 号をもって設置変更許可を受けた内容から変更なく、本基本的設計

方針どおりに弾性設計用地震動 Sd-3-3 を添付書類八に追加して申請を実施してい

る。 

2.2 改正規則等への適合性 

  2.2.1 標準応答スペクトルに係る事項 

設置許可基準規則の解釈別記２第４条第５項において，「震源を特定せず策

定する地震動」のうち「全国共通に考慮すべき地震動」について，「標準応答

スペクトル」を考慮することが追加要求された。 

本規則等改正を踏まえ，「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」

（以下「審査ガイド」という。）を参照し，以下の（1）～（3）の事項も検討

した上で，ＳＳ－３２を追加し，基準地震動ＳＳによる地震力に考慮する旨の内

容を設置変更許可申請書本文及び添付書類に追加しており，改正規則等に適合

していると判断している。 

（1）標準応答スペクトルは，Ｓ波速度 2200m／s以上の地震基盤相当面で定義さ

れているため，標準応答スペクトルに適合する模擬地震波を作成し，地震

動評価により解放基盤表面における地震動として設定する。 

（2）解放基盤表面で設定した標準応答スペクトルに基づき策定した地震動は，

一部周期帯で基準地震動ＳＳ－Ｄ１の応答スペクトルを上回ることから，

ＳＳ－３２として選定する。 

（3）ＳＳ－３２の模擬地震波は，それぞれの応答スペクトルに適合する周波数

―振幅特性に対し，異なる位相特性を用いた複数の方法により検討を行っ

た上で，一様乱数の位相をもつ正弦波の重ね合わせによって作成した模擬

地震波を採用する。 

  2.2.2 弾性設計用地震動に係る事項 

設置許可基準規則の解釈別記２第４条第４項に係る弾性設計用地震動Ｓｄにつ

いては，添付書類八の「1.3.1.3（2）動的地震力」において，「弾性設計用地

震動Ｓｄは，基準地震動ＳＳとの応答スペクトルの比率が目安として0.5を下回ら

ないよう基準地震動ＳＳに係数 0.5 を乗じて設定する。」と記載している。この

係数 0.5 は工学的判断により「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（昭

和 56 年 7 月 20 日原子力安全委員会決定，平成 13 年 3 月 29 日一部改正）」にお

ける基準地震動Ｓ１の応答スペクトルをおおむね下回らないように基準地震動

ＳＳ－Ｄ１を0.5倍することで弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｄ１を作成しているもので

あり，また，基準地震動ＳＳ－Ｄ１以外の基準地震動ＳＳについても同様の係数

0.5 を乗じて弾性設計用地震動Ｓｄを作成している。 

したがって，標準応答スペクトルを考慮した基準地震動ＳＳ－３２を追加した

としても係数 0.5 の設定の考え方に変更はないため，「弾性設計用地震動Ｓｄ

は，基準地震動ＳＳとの応答スペクトルの比率が目安として 0.5 を下回らないよ

う基準地震動ＳＳに係数 0.5 を乗じて設定する。」という基本設計方針は令和 5

年 1 月 25 日付け原規規発第 2301252 号をもって設置変更許可を受けた内容から

変更なく，本基本設計方針どおりに弾性設計用地震動Ｓｄ－３２を添付書類八に

・記載表現の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・標準応答スペクトル

が定義される地盤位

置の相違 

・記載表現の相違 

 

 

・記載表現の相違 

 

 

 

・記載表現の相違 

 

 

 

・係数の設計方針の相
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追加して申請を実施している。 

なお，設置変更許可申請書に記載の基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄ

の 大加速度は，少数点以下の値を四捨五入し整数値として表記している。こ

のため，整数値とした場合，弾性設計用地震動Ｓｄ－３２の 大加速度について

は四捨五入の関係から，基準地震動ＳＳ－３２に対して 0.5 を下回る表記となる

場合もある。（第 2.2－1 表及び第 2.2－2 表参照） 

これより，地震応答解析に適用する 大加速度について，小数点以下の有効

桁までを同表の括弧内に併記し，弾性設計用地震動Ｓｄ－３２の 大加速度が基

準地震動ＳＳ－３２の 大加速度に対して比率 0.5 以上となることを確認した。 

 

第 2.2－1 表 基準地震動ＳＳ－３２の 大加速度 

基準地震動ＳＳ 
大加速度（cm／s2） 

ＮＳ方向 ＥＷ方向 ＵＤ方向 

ＳＳ－３２ 
829 

(829.3706) 

499 

(498.9219) 

 

第 2.2－2 表 弾性設計用地震動Ｓｄ－３２の 大加速度 

弾性設計用地震動Ｓｄ 
大加速度（cm／s2） 

ＮＳ方向 ＥＷ方向 ＵＤ方向 

Ｓｄ－３２ 
415 

（414.6853） 

249 

(249.4610) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東二は，設置変更許

可 申 請 書 へ の 表 記

上，係数0.5を下回る

表記となる場合があ

るため，小数点以下

の有効桁数まで確認

し係数0.5以上である

こ と を 確 認 し て い

る。（既許可同様） 
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 標準応答スペクトルに係る事項の本文、添付書類の記載箇所は、以下のとおりであ

る。 

【本文】 

本文 五 発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

 

 

 

【添付書類】 

添付書類六 

 

 

5. 地震 

5.5 基準地震動 Ss 

添付書類八 

1. 安全設計 

1.4 耐震設計 

 

 

1.12 原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

 

 

上記に係る事項の本文，添付書類の記載箇所は，以下のとおりである。 

 

【本文】 

 本文 五 発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備 

     ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

      (1) 耐震構造 

       （ⅰ）設計基準対象施設の耐震設計 

 

【添付書類】 

 添付書類六 

  1. 地盤 

   1.7 原子炉施設設置位置付近の地盤の安定性評価 

  3. 地震 

   3.6 基準地震動ＳＳ 

添付書類八 

  1. 安全設計 

   1.3 耐震設計 

    1.3.1 設計基準対象施設の耐震設計 

     1.3.1.3 地震力の策定方法 

   1.9 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

     1.9.11 発電用原子炉設置変更許可申請（令和 3 年 6 月 25 日申請）に係る安

全設計の方針 

 添付書類十 追補 2.Ⅰ 

  1. レベル１ＰＲＡ 

   1.2 外部事象ＰＲＡ 

    1.2.1 地震ＰＲＡ 

 

・記載表現の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東二は既許可におい

て，震源を特定せず

策定する地震動と一

様ハザードスペクト

ルとの比較を載せて

い る た め ， 記 載 す

る。 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 東海第二発電所 差異理由 

 

 
 

第 1 図，第 2 図及び第 14 図の比較は省略する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以降の本文の比較は省略する。 

 

・記載方針の相違 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 東海第二発電所 差異理由 

 なお、設置許可基準規則の解釈別記 2 第 4 条第 4 項に係る弾性設計用地震動につい

ては、添付書類八の「1.4.1.3(2) 動的地震力」において、「弾性設計用地震動は，

基準地震動との応答スペクトルの比率が目安として 0.5 を下回らないよう基準地震動

に係数 0.53 を乗じて設定する。」と記載している。この係数 0.53 は工学的判断によ

り「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（昭和 56 年 7 月 20 日原子力安全委

員会決定，平成 13 年 3 月 29 日一部改訂）」における基準地震動Ｓ１の応答スペクト

ルをおおむね下回らないように基準地震動 Ss-1 を 0.53 倍することで弾性設計用地震

動 Sd-1 を作成しているものであり、また、基準地震動 Ss-1 以外の基準地震動につい

ても同様の係数 0.53 を乗じて弾性設計用地震動を作成している。 

 したがって、標準応答スペクトルを考慮した基準地震動 Ss-3-3 を追加したとして

も係数 0.53 の設定の考え方に変更はないため、「弾性設計用地震動は，基準地震動

との応答スペクトルの比率が目安として 0.5 を下回らないよう基準地震動に係数

0.53 を乗じて設定する。」という基本的設計方針は令和 2 年 9 月 16 日付け原規規発

第 2009168 号をもって設置変更許可を受けた内容から変更なく、本基本的設計方針ど

おりに弾性設計用地震動 Sd-3-3 を添付書類八に追加して申請を実施している。 

 これらの弾性設計用地震動の設定の考え方等に係る添付書類八の記載箇所は、以下

のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※標準応答スペクトルに係る事項と弾性設計用地震動に係る事項を上段でまとめて記

載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 東海第二発電所 差異理由 

＜設置変更許可申請書記載（添付書類八のうち一部抜粋）＞ 

以下の抜粋においては、変更又は追加箇所を下線部分及び破線で囲んだ部分で示す。 

 

 

 

第 1.4.1 図，第 1.4.2 図，第 1.4.14 図及び第 1.4.15 図の比較は省略する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以降の添付書類八の比較は省略する。 

 

・記載箇所の相違 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 東海第二発電所 差異理由 

 1.3 変更申請に係る規則への適合性 

 本規則等改正に伴う既許可申請書での設置許可基準規則の関係条文を整理した結果

を添付資料 1 に示す。 

 今回申請の関係条文は、設置許可基準規則の第 3 条、第 4 条、第 7 条～第 9 条、第

11条、第 38条、第 39条、第 41条～第 43条、第 57条及び第 61条であり、これらの

うち設置許可基準規則の解釈の改正に係る条文である第 4 条への適合性は、1.2 に示

すとおりである。 

その他の関係条文のうち第 7 条及び第 11 条については、発電用原子炉施設全般に

関係するものであるが、添付資料 1 に示すとおり、標準応答スペクトルの規制への取

り入れに係る本申請において、既存設備の変更はないことから、既許可申請書の基準

適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

 また、その他の関係条文のうち第 3 条及び第 38 条については、基準地震動 Ss-3-3

の追加に伴い、設置変更許可申請書添付書類六に基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価

結果を記載しているものの、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の地盤に係る

既許可申請書の安全設計の方針に変更はない。 

 なお、その他の関係条文については、添付資料 1 に示すとおり、基準地震動 Ss-3-

3 の追加を考慮した場合でも「基準地震動又は弾性設計用地震動による地震力で設計

する」という基本的設計方針は、令和 2 年 9 月 16 日付け原規規発第 2009168 号をも

って設置変更許可を受けた内容から変更はない。 

 本規則等改正においては、設置許可基準規則の第 4 条第 3 項の「基準地震動」に係

る内容の改正のみであり、その他の安全設計方針に関係する改正内容はなく、上述の

とおり令和 2 年 9 月 16 日付け原規規発第 2009168 号をもって設置変更許可を受けた

添付書類八に記載の安全設計方針に変更がないことを確認したことから、以下のとお

り申請内容以外に変更がないことを明示した上で、「1.12 原子炉設置変更許可申請

に係る安全設計の方針」については、安全設計方針の変更に適用される第 4 条第 3 項

の「基準地震動」に関する適合性について、標準応答スペクトルを考慮した基準地震

動 Ss-3-3 を追加し、基準地震動による地震力に考慮する旨の内容を記載する。 

 

 ＜設置変更許可申請書記載（添付書類目次のうち一部抜粋）＞ 

 

 

2.3 変更申請に係る規則への適合性 

本申請は，設置許可基準規則の解釈等の一部改正に伴い，標準応答スペクトルに基

づき策定した地震動としてＳＳ－３２を追加し，ＳＳ－３２に対する施設等への耐震

の基本設計方針に反映することを目的としている。このため，既存設備に変更はな

く，それらの運用の変更は伴わない。また，ＳＳ－３２の追加を考慮した場合でも

「基準地震動ＳＳ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力で設計する」という耐震の

基本設計方針は，令和 5 年 1 月 25 日付け原規規発第 2301252 号をもって設置変更許

可を受けた内容から変更はない。 

上記の内容を踏まえ，基準適合性の確認が必要な条文（以下「適合条文」とい

う。）を第 2.3 図に示す適合条文抽出フローに沿って抽出する。また，整理した結果

を添付資料－１に示す。 

変更申請に係る規則への適合性を整理した結果，添付資料－１のとおり適合条文

は，設置許可基準規則の第３条，第４条，第８条，第９条，第３８条，第３９条，第

４１条～第４３条，第５７条及び第６１条である。 

これらのうち第３条，第４条，第３８条及び第３９条については，基準地震動ＳＳ

及び弾性設計用地震動Ｓｄに対して，施設等の健全性を要求する耐震設計に係る条文

であることから，適合条文として抽出する。 

その他の条文として，第８条，第９条，第４１条～第４３条，第５７条及び第６１

条については，第３条，第４条，第３８条及び第３９条要求以外で基準地震動ＳＳに

よる地震力に対して耐震性を確認する方針としていることから，適合条文として抽出

する。 

なお，抽出した適合条文については，前段で述べたとおり既許可申請書から設計方

針に変更はなく，本申請書の添付書類八「1.9 発電用原子炉設置変更許可申請書に

係る安全設計の方針」には，既許可申請書の基準地震動ＳＳ又は弾性設計用地震動

Ｓｄに係る事項の記載とし，具体的な記載内容については，添付資料－２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

・東二においては，既

許可から設計方針に

変更がない条文に対

しても耐震設計に係

る条文については申

請書に記載する方針

としている。 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 東海第二発電所 差異理由 

 

 参考として、関係条文のうち第 3 条、第 4 条、第 8 条、第 9 条、第 38 条、第 39 条、

第 41 条～第 43 条、第 57 条及び第 61 条に係る既許可申請書添付書類八の「1.12 原子

炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針」の概要を添付資料 2 に示す。 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 東海第二発電所 差異理由 

 1.4 変更申請に係る「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生

及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」

への適合性 

 本規則等改正に伴う既許可申請書での「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者

の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係

る審査基準」（以下「ＳＡ技術的能力審査基準」という。）の関係項目を整理した結果

を添付資料 3 に示す。 

 今回申請の関係項目は、ＳＡ技術的能力審査基準の「１．０ 共通事項」及び「２．

２ 特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制の整備」であり、本項目のう

ち、アクセスルートの確保及び保管場所の要求事項は、既許可申請書の本文十号におい

て耐震性に関係する記載があるが、基準地震動の追加により、それらの安全設計の方針

に変更はなく、既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

 なお、その他の関係項目については、主に手順等の整備について記載しており、標準

応答スペクトルの規制への取り入れに係る本申請において、既存設備に変更はないこと

から、既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

2.4 変更申請に係る「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生

及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基

準」への適合性 

本規則等改正に伴う既許可申請書での「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者

の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係

る審査基準」（以下「ＳＡ技術的能力審査基準」という。）の関係項目を整理した結果

を添付資料－３に示す。 

今回申請の関係項目は，ＳＡ技術的能力審査基準の「１．０ 共通事項」及び「２．

２ 特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制の整備」であり，本項目のう

ち，アクセスルートの確保及び保管場所の要求事項は，既許可申請書の本文十号におい

て耐震性に関係する記載があるが，基準地震動ＳＳの追加により，それらの設計方針に

変更はないことから，既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

なお，その他の関係項目については，主に手順等の整備について記載しており，標準

応答スペクトルの規制への取り入れに係る本申請において，既存設備に変更はないこと

から，既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

（添付資料－１）「標準応答スペクトルの規制への取り入れ」に伴う条文の整理表 

設置許可基準規則の条文 

伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 東海第二発電所 

差異理由 関係条文要否 

要：○、否：×
備  考 

適合条文要否 

要：○ 否：×
備  考 

第1条 適用範囲 
× 

適用する基準（法令）についての説明であり、要求事項ではないた

め、関係条文ではない。 
× 

適用する基準（法令）についての説明であり，要求事項ではない

ため，適合条文ではない。 

 

第2条 定義 × 言葉の定義であり、要求事項ではないため、関係条文ではない。 × 言葉の定義であり，要求事項ではないため，適合条文ではない。  

第3条 設計基準対象施設の地盤 

○ 

設計基準対象施設の地盤に係る条文であり、基準地震動の追加に伴

い、基準地震動による地震力が作用した場合においても当該設計基

準対象施設を十分に支持することができる地盤であることを確認す

る必要があるものの、設計基準対象施設の地盤に係る既設置許可の

安全設計の方針を変更するものではない。 

○ 

設計基準対象施設の地盤に係る条文であり，基準地震動ＳＳの追

加に伴い，基準地震動ＳＳによる地震力が作用した場合において

も当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤であ

ることを確認する必要があるため，適合条文として抽出する。た

だし，基準地震動ＳＳの追加により，設計基準対象施設の地盤に

係る既設置許可の設計方針を変更するものではない。 

・記載方針の相違 

第4条 地震による損傷の防止 

○ 

標準応答スペクトルに関する規則解釈改正に係る条文であり、震源

を特定せず策定する地震動のうち、標準応答スペクトルを考慮した

基準地震動を追加するため、本条文は適用対象。 

ただし、基準地震動の追加により、設計基準対象施設の地震による

損傷の防止に係る既設置許可の安全設計の方針に変更はない。 ○ 

標準応答スペクトルに関する設置許可基準規則の解釈改正に係る

条文であり，震源を特定せず策定する地震動のうち，標準応答ス

ペクトルを考慮した基準地震動を追加すること及び設計基準対象

施設の地震による損傷の防止に係る条文であり，基準地震動ＳＳ

の追加に伴い，基準地震動ＳＳによる地震力に対して十分に耐え

ることができることを確認する必要があるため，適合条文として

抽出する。ただし，基準地震動ＳＳの追加により，設計基準対象

施設の地震による損傷の防止に係る既設置許可の設計方針を変更

するものではない。 

・記載方針の相違 

第5条 津波による損傷の防止 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、津波による損傷の防止に係る既設置許可の基準適合性

確認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，津波による損傷の防止に係る既設置許可の基準適合性

確認結果に影響を与えるものではない。 

・記載表現の相違（以下，省

略） 

第6条 外部からの衝撃による損傷

の防止 × 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、外部からの衝撃による損傷の防止に係る既設置許可の

基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，外部からの衝撃による損傷の防止に係る既設置許可の

基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

 

第7条 発電用原子炉施設への人の

不法な侵入等の防止 

○ 

本条文は発電用原子炉施設全般に関係するが、本申請は既存設備に

変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わないことから、発電用

原子炉施設への人の不法な侵入等の防止に係る既設置許可の基準適

合性確認結果に影響を与えるものではない。 
× 

本条文は発電用原子炉施設全般に関係するが，適合条文の抽出の

考え方に基づき，適合条文として抽出しない。なお，本申請は既

存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わないことから，

発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止に係る既設置許可

の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

・適合条文の抽出の考え方に

基づき，3条，4条，38条，

39条以外で，基準地震動Ｓ

Ｓを用いた評価方針を示し

ていないため，否としてい

る。 

第8条 火災による損傷の防止 

○ 

本条文は火災感知設備及び消火設備のうち、火災による損傷の防止

への適合性の観点から、基準地震動Ssによる地震力に対して耐震性

を有するよう設計する設備に関係するが、基準地震動の追加によ

り、安全設計の方針に変更はなく、火災による損傷の防止に係る既

設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

○ 

第4条要求以外で火災感知設備及び消火設備は，基準地震動ＳＳに

よる地震力に対して耐震性の要求を示しているため，適合条文と

して抽出する。ただし，基準地震動ＳＳの追加により，設計基準

対象施設の火災による損傷の防止に係る既設置許可の設計方針を

変更するものではない。 

・記載方針の相違 

第9条 溢水による損傷の防止等 

○ 

本条文は溢水源として設定しない耐震B,Cクラス機器について、基

準地震動Ssによる地震力に対する耐震性に関係するが、基準地震動

の追加により、安全設計の方針に変更はなく、溢水による損傷の防

止等に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるもので

はない。 

○ 

第4条要求以外で溢水源として設定しない耐震Ｂ,Ｃクラス機器に

ついて，基準地震動ＳＳによる地震力に対して耐震性の要求を示

しているため，適合条文として抽出する。ただし，基準地震動Ｓ

Ｓの追加により，設計基準対象施設の溢水による損傷の防止等に

係る既設置許可の設計方針を変更するものではない。 

・記載方針の相違 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

設置許可基準規則の条文 

伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 東海第二発電所 

差異理由 関係条文要否 

要：○、否：×
備  考 

適合条文要否 

要：○ 否：×
備  考 

第10条 誤操作の防止 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、誤操作の防止に係る既設置許可の基準適合性確認結果

に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，誤操作の防止に係る既設置許可の基準適合性確認結果

に影響を与えるものではない。 

 

第11条 安全避難通路等 

○ 

本条文は発電用原子炉施設全般に関係するが、本申請は既存設備に

変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わないことから、安全避

難通路等に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるも

のではない。 
× 

本条文は発電用原子炉施設全般に関係するが，適合条文の抽出の

考え方に基づき，適合条文として抽出しない。なお，本申請は既

存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わないことから，

安全避難通路等に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を

与えるものではない。 

・適合条文の抽出の考え方に

基づき，3条，4条，38条，

39条以外で，基準地震動Ｓ

Ｓを用いた評価方針を示し

ていないため，否としてい

る。 

第12条 安全施設 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、安全施設に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影

響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，安全施設に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影

響を与えるものではない。 

 

第13条 運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故の拡大の防

止 
× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防

止に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものでは

ない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防

止に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるもので

はない。 

 

第14条 全交流動力電源喪失対策設

備 × 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、全交流動力電源喪失対策設備に係る既設置許可の基準

適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，全交流動力電源喪失対策設備に係る既設置許可の基準

適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

 

第15条 炉心等 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、炉心等に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響

を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，炉心等に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響

を与えるものではない。 

 

第16条 燃料体等の取扱施設及び貯

蔵施設 × 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設に係る既設置許可の

基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設に係る既設置許可の

基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

 

第17条 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ × 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、原子炉冷却材圧力バウンダリに係る既設置許可の基準

適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，原子炉冷却材圧力バウンダリに係る既設置許可の基準

適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

 

第18条 蒸気タービン 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、蒸気タービンに係る既設置許可の基準適合性確認結果

に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，蒸気タービンに係る既設置許可の基準適合性確認結果

に影響を与えるものではない。 

 

第19条 非常用炉心冷却設備 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、非常用炉心冷却設備に係る既設置許可の基準適合性確

認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，非常用炉心冷却設備に係る既設置許可の基準適合性確

認結果に影響を与えるものではない。 

 

第20条 一次冷却材の減少分を補給

する設備 × 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、一次冷却材の減少分を補給する設備に係る既設置許可

の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，一次冷却材の減少分を補給する設備に係る既設置許可

の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

 

第21条 残留熱を除去することがで

きる設備 
× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、残留熱を除去することができる設備に係る既設置許可

の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 
× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，残留熱を除去することができる設備に係る既設置許可

の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

設置許可基準規則の条文 

伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 東海第二発電所 

差異理由 関係条文要否 

要：○、否：×
備  考 

適合条文要否 

要：○ 否：×
備  考 

第22条 終ヒートシンクへ熱を輸

送することができる設備 
× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、 終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備に

係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではな

い。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから， 終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備に

係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではな

い。 

 

第23条 計測制御系統施設 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、計測制御系統施設に係る既設置許可の基準適合性確認

結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，計測制御系統施設に係る既設置許可の基準適合性確認

結果に影響を与えるものではない。 

 

第24条 安全保護回路 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、安全保護回路に係る既設置許可の基準適合性確認結果

に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，安全保護回路に係る既設置許可の基準適合性確認結果

に影響を与えるものではない。 

 

第25条 反応度制御系統及び原子炉

停止系統 × 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、反応度制御系統及び原子炉停止系統に係る既設置許可

の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，反応度制御系統及び原子炉停止系統に係る既設置許可

の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

 

第26条 原子炉制御室等 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、原子炉制御室等に係る既設置許可の基準適合性確認結

果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，原子炉制御室等に係る既設置許可の基準適合性確認結

果に影響を与えるものではない。 

 

第27条 放射性廃棄物の処理施設 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、放射性廃棄物の処理施設に係る既設置許可の基準適合

性確認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，放射性廃棄物の処理施設に係る既設置許可の基準適合

性確認結果に影響を与えるものではない。 

 

第28条 放射性廃棄物の貯蔵施設 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、放射性廃棄物の貯蔵施設に係る既設置許可の基準適合

性確認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，放射性廃棄物の貯蔵施設に係る既設置許可の基準適合

性確認結果に影響を与えるものではない。 

 

第29条 工場等周辺における直接ガ

ンマ線等からの防護 × 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護に係る

既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護に係る

既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

 

第30条 放射線からの放射線業務従

事者の防護 × 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、放射線からの放射線業務従事者の防護に係る既設置許

可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，放射線からの放射線業務従事者の防護に係る既設置許

可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

 

第31条 監視設備 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、監視設備に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影

響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，監視設備に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影

響を与えるものではない。 

 

第32条 原子炉格納施設 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、原子炉格納施設に係る既設置許可の基準適合性確認結

果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，原子炉格納施設に係る既設置許可の基準適合性確認結

果に影響を与えるものではない。 

 

第33条 保安電源設備 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、保安電源設備に係る既設置許可の基準適合性確認結果

に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，保安電源設備に係る既設置許可の基準適合性確認結果

に影響を与えるものではない。 

 

第34条 緊急時対策所 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、緊急時対策所に係る既設置許可の基準適合性確認結果

に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，緊急時対策所に係る既設置許可の基準適合性確認結果

に影響を与えるものではない。 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

設置許可基準規則の条文 

伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 東海第二発電所 

差異理由 関係条文要否 

要：○、否：×
備  考 

適合条文要否 

要：○ 否：×
備  考 

第35条 通信連絡設備 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、通信連絡設備に係る既設置許可の基準適合性確認結果

に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから、通信連絡設備に係る既設置許可の基準適合性確認結果

に影響を与えるものではない。 

 

第36条 補助ボイラー 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、補助ボイラーに係る既設置許可の基準適合性確認結果

に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，補助ボイラーに係る既設置許可の基準適合性確認結果

に影響を与えるものではない。 

 

第37条 重大事故等の拡大の防止等 

× 

本申請は基準地震動の追加による地震ＰＲＡに用いる地震ハザード

評価に変更はなく、個別プラント評価による事故シーケンスグルー

プの抽出結果に影響を与えないこと、また、既存設備に変更はな

く、及びそれらの運用の変更は伴わないことから、重大事故等対処

施設に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるもので

はない。 

× 

本申請は基準地震動ＳＳの追加による地震ＰＲＡに用いる地震ハ

ザード評価に変更はなく，個別プラント評価による事故シーケン

スグループの抽出結果に影響を与えないこと，また，既存設備に

変更はなく，それらの運用の変更は伴わないことから，重大事故

等対処施設に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与え

るものではない。 

 

第38条 重大事故等対処施設の地盤 

○ 

重大事故等対処施設の地盤に係る条文であり、基準地震動の追加に

伴い、基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大

事故等対処施設を十分に支持することができる地盤であることを確

認する必要があるものの、重大事故等対処施設の地盤に係る既設置

許可の安全設計の方針を変更するものではない。 

○ 

重大事故等対処施設の地盤に係る条文であり，基準地震動ＳＳの

追加に伴い，基準地震動ＳＳによる地震力が作用した場合におい

ても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤

であることを確認する必要があるため，適合条文として抽出す

る。ただし，基準地震動ＳＳの追加により，重大事故等対処施設

の地盤に係る既設置許可の設計方針を変更するものではない。 

・記載方針の相違 

第39条 地震による損傷の防止 

○ 

本条文は基準地震動による地震力に対して重大事故に至るおそれの

ある事故に対処するために必要な機能及び重大事故に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがないこと等の要求に関係する

が、基準地震動の追加により、安全設計の方針に変更はなく、重大

事故等対処施設の地震による損傷の防止に係る既設置許可の基準適

合性確認結果に影響を与えるものではない。 

○ 

重大事故等対処施設の地震による損傷の防止に係る条文であり，

基準地震動ＳＳの追加に伴い，基準地震動ＳＳによる地震力に対し

て重大事故に至るおそれのある事故に対処するために必要な機能

及び重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ないこと等を確認する必要があるため，適合条文として抽出す

る。ただし，基準地震動ＳＳの追加により，重大事故等対処施設

の地震による損傷の防止に係る既設置許可の設計方針を変更する

ものではない。 

・記載方針の相違 

第40条 津波による損傷の防止 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、重大事故等対処施設に係る既設置許可の基準適合性確

認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，津波による損傷の防止に係る既設置許可の基準適合性

確認結果に影響を与えるものではない。 

 

第41条 火災による損傷の防止 

○ 

本条文は火災感知設備及び消火設備のうち、火災による損傷の防止

への適合性の観点から、基準地震動Ssによる地震力に対して耐震性

を有するよう設計する設備に関係するが、基準地震動の追加によ

り、安全設計の方針に変更はなく、火災による損傷の防止に係る既

設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

○ 

第39条要求以外で火災感知設備及び消火設備は，基準地震動ＳＳ

による地震力に対して耐震性の要求を示しているため，適合条文

として抽出する。ただし，基準地震動ＳＳの追加により，重大事

故等対処設備の火災による損傷の防止に係る既設置許可の設計方

針を変更するものではない。 

・記載方針の相違 

第42条 特定重大事故等対処施設 

○ 

本条文は基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがないこと等の要求に関係する

が、基準地震動の追加により、安全設計の方針に変更はなく、特定

重大事故等対処施設に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響

を与えるものではない。 

○ 

第39条要求以外で特定重大事故等対処施設を構成する設備は，地

震による火災，溢水等により他の設備への悪影響防止の観点から

基準地震動ＳＳによる地震力に対して耐震性の要求を示している

ため，適合条文として抽出する。ただし，基準地震動ＳＳの追加

により，特定重大事故等対処施設に係る既設置許可の設計方針を

変更するものではない。 

・記載方針の相違 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

設置許可基準規則の条文 

伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 東海第二発電所 

差異理由 関係条文要否 

要：○、否：×
備  考 

適合条文要否 

要：○ 否：×
備  考 

第43条 重大事故等対処設備 

○ 

本条文は可搬型重大事故等対処設備の耐震性に関係するが、基準地

震動の追加により、安全設計の方針に変更はなく、重大事故等対処

設備に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるもので

はない。 ○ 

第39条要求以外で重大事故等対処設備は，地震による火災，溢水

等により他の設備への悪影響防止の観点から，また，可搬型重大

事故等対処設備及びアクセスルート確保は第39条要求以外で，基

準地震動ＳＳによる地震力に対して耐震性の要求を示しているた

め，適合条文として抽出する。ただし，基準地震動ＳＳの追加に

より，重大事故等対処設備に係る既設置許可の設計方針を変更す

るものではない。 

・記載方針の相違 

第44条 緊急停止失敗時に発電用原

子炉を未臨界にするための

設備 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、重大事故等対処施設に係る既設置許可の基準適合性確

認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，重大事故等対処施設に係る既設置許可の基準適合性確

認結果に影響を与えるものではない。 

 

第45条 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

× 

同上 

× 

同上  

第46条 原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための設備 
× 

同上 
× 

同上  

第47条 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

× 

同上 

× 

同上  

第48条 終ヒートシンクへ熱を輸

送するための設備 
× 

同上 
× 

同上  

第49条 原子炉格納容器内の冷却等

のための設備 
× 

同上 
× 

同上  

第50条 原子炉格納容器の過圧破損

を防止するための設備 
× 

同上 
× 

同上  

第51条 原子炉格納容器下部の溶融

炉心を冷却するための設備 
× 

同上 
× 

同上  

第52条 水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するため

の設備 

× 

同上 

× 

同上  

第53条 水素爆発による原子炉建屋

等の損傷を防止するための

設備 

× 

同上 

× 

同上  

第54条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための設備 × 

同上 

× 

同上 

 

 

 

第55条 工場等外への放射性物質の

拡散を抑制するための設備 × 

同上 

× 

同上 

 

 

 

第56条 重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備 × 

同上 

× 

同上 

 

 

 



 

標準応答スペクトルの規制への取り入れに伴う改正規則等への適合性について 比較表 

19 

赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

設置許可基準規則の条文 

伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 東海第二発電所 

差異理由 関係条文要否 

要：○、否：×
備  考 

適合条文要否 

要：○ 否：×
備  考 

第57条 電源設備 

○ 

本条文は特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備（３系統

目）として、蓄電池（３系統目）が、弾性設計用地震動Sdによる地

震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しても耐震性

を有するように設計する設備に関係するが、基準地震動の追加によ

り、安全設計の方針に変更はなく、電源設備に係る既設置許可の基

準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

○ 

第39条要求以外で蓄電池（３系統目）は，基準地震動ＳＳによる

地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがないことに加え，弾性設計用地震動Ｓｄによる地

震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して，耐震

性の要求を示しているため，適合条文として抽出する。ただし，

基準地震動ＳＳの追加により，電源設備に係る既設置許可の設計

方針を変更するものではない。 

・記載方針の相違 

第58条 計装設備 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、重大事故等対処施設に係る既設置許可の基準適合性確

認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，重大事故等対処施設に係る既設置許可の基準適合性確

認結果に影響を与えるものではない。 

 

第59条 運転員が原子炉制御室にと

どまるための設備 
× 

同上 
× 

同上  

第60条 監視測定設備 
× 

同上 
× 

同上 

 

 

第61条 緊急時対策所 

○ 

本条文は基準地震動による地震力に対して緊急時対策所の機能を損

なうおそれがないこと等の要求に関係するが、基準地震動の追加に

より、安全設計の方針に変更はなく、緊急時対策所に係る既設置許

可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

○ 

第39条要求以外で緊急時対策所は，基準地震動ＳＳによる地震力

に対して耐震性の要求を示しているため，適合条文として抽出す

る。ただし，基準地震動ＳＳの追加により，緊急時対策所に係る

既設置許可の設計方針を変更するものではない。 

・記載方針の相違 

第62条 通信連絡を行うために必要

な設備 
× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、重大事故等対処施設に係る既設置許可の基準適合性確

認結果に影響を与えるものではない。 
× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用の変更は伴わない

ことから，重大事故等対処施設に係る既設置許可の基準適合性確

認結果に影響を与えるものではない。 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

（添付資料－２）既許可申請書の設計方針（添付書類八） 

要求項目 要求事項 
伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 

設計方針（記載概要） 

東海第二発電所 

設計方針 
差異理由 

第三条 設計基準対象施設の地盤 

地盤の支持   設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力（設
計基準対象施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその

安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大
きいもの（以下「耐震重要施設」という。）及び兼用キャスクにあっ
ては、同条第三項に規定する基準地震動による地震力を含む。）が作

用した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することが
できる地盤に設けなければならない。ただし、兼用キャスクにあって
は、地盤により十分に支持されなくてもその安全機能が損なわれない

方法により設けることができるときは、この限りでない。 

１ について 
 耐震重要施設，及び兼用キャスクである使用済燃料乾式貯蔵容器を設置する使用済燃

料乾式貯蔵建屋については，基準地震動による地震力が作用した場合においても，接地
圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 
 また，上記に加え，基準地震動による地震力が作用することによって弱面上のずれが

発生しないことを含め，基準地震動による地震力に対する支持性能を有する地盤に設置
する。 
 耐震重要施設以外の設計基準対象施設については，耐震重要度分類の各クラスに応じ

て算定する地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地
盤に設置する。 

第１項について 
耐震重要施設については，基準地震動ＳＳによる地震力が作用した場合においても，接

地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 
 
また，上記に加え，基準地震動ＳＳによる地震力が作用することによって弱面上のずれ

が発生しないことを含め，基準地震動ＳＳによる地震力に対する支持性能を有する地盤に
設置する。 
耐震重要施設以外の設計基準対象施設については，耐震重要度分類の各クラスに応じ

て算定する地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地
盤に設置する。 

 
・東二は兼用キャスクなし 

・記載表現の相違（以下，省
略） 

 

 

２ 耐震重要施設及び兼用キャスクは、変形した場合においてもその安
全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。 

２ について 
 耐震重要施設，及び兼用キャスクである使用済燃料乾式貯蔵容器を設置する使用済燃
料乾式貯蔵建屋は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並

びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地
盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設置する。 

第２項について 
耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並

びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化や揺すり込み沈下等の周辺地盤

の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設置する。 

 
・東二は兼用キャスクなし 
 

３ 耐震重要施設及び兼用キャスクは、変位が生ずるおそれがない地盤
に設けなければならない。ただし、兼用キャスクにあっては、地盤に

変位が生じてもその安全機能が損なわれない方法により設けることが
できるときは、この限りでない。 

 第３項について 
耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤に設置する。 

・標準応答スペクトル取り入れ
に関して直接関係はないが，

耐震設計に係る条文のため，
記載する。 

第四条 地震による損傷の防止 

耐震性   設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでな
ければならない。 

１ について 
 設計基準対象施設は，耐震重要度分類をＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類し，
それぞれに応じた地震力に対しておおむね弾性範囲の設計を行う。 

第１項について 
設計基準対象施設は，耐震重要度分類をＳクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，

それぞれに応じて設定した地震力に対しておおむね弾性範囲の設計を行う。 

炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込めの機能については，通常運転時及び運転
時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又
は静的地震力のいずれか大きい方の地震力を組み合わせた荷重条件に対して，炉心内の

燃料被覆管の応答が全体的におおむね弾性状態にとどまる設計とする。 
なお，耐震重要度分類及び地震力については，「第２項について」に示すとおりであ

る。 

 
 
 

・記載内容の相違 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある設計基準
対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程

度に応じて算定しなければならない。 

２ について 
 設計基準対象施設は，地震により発生するおそれがある安全機能の喪失（地震に伴っ

て発生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及
びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，各施設の安全機能が喪失
した場合の影響の相対的な程度に応じて，耐震重要度分類をＳクラス，Ｂクラス及びＣ

クラスに分類し，それぞれに応じた地震力を算定する。 

第２項について 
設計基準対象施設は，地震により発生するおそれがある安全機能の喪失（地震に伴っ

て発生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及
びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，各施設の安全機能が喪失
した場合の影響の相対的な程度に応じて，以下のとおり，耐震重要度分類をＳクラス，

Ｂクラス又はＣクラスに分類し，それぞれに応じた地震力を算定する。 
(1) 耐震重要度分類 

Ｓクラス：地震により発生するおそれがある事象に対して，原子炉を停止し，炉心

を冷却するために必要な機能を持つ施設，自ら放射性物質を内蔵してい
る施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を
外部に拡散する可能性のある施設，これらの施設の機能喪失により事故

に至った場合の影響を緩和し，放射線による公衆への影響を軽減するた
めに必要な機能を持つ施設，これらの重要な安全機能を支援するために
必要となる施設及び地震に伴って発生するおそれがある津波による安全

機能の喪失を防止するために必要となる施設であって，その影響が大き
いもの 

Ｂクラス：安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスの施

設と比べ小さい施設 
Ｃクラス：Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又

は公共施設と同等の安全性が要求される施設 

(2) 地震力 
上記(1)のＳクラスの施設（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除

く。），Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用する地震力は以下のとおり算定する。 

なお，Ｓクラスの施設については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地
震力のいずれか大きい方の地震力を適用する。 
ａ．静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用することとし，それ
ぞれ耐震重要度分類に応じて次の地震層せん断力係数Ｃｉ及び震度に基づき算定す
る。 

(a) 建物・構築物 

 
 

 
 
 

 
・記載内容の相違 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

要求項目 要求事項 
伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 

設計方針（記載概要） 

東海第二発電所 

設計方針 
差異理由 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度分類に
応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス 3.0 
Ｂクラス 1.5 
Ｃクラス 1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を 0.2 以上とし，
建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 
Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の

組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3以上を基準とし，建物・
構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求めた鉛直震度より算定するもの
とする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

(b) 機器・配管系 
耐震重要度分類の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数Ｃ

ｉに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平

震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ 20％増しとした震度から求めるものとす
る。 
なお，Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な

方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とす
る。 

ｂ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力 

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，Ｓクラスの施設に適用する。 
弾性設計用地震動Ｓｄは，「添付書類六 3. 地震」に示す基準地震動ＳＳに工学的

判断から求められる係数0.5 を乗じて設定する。 

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適
切に組み合わせたものとして算定する。 
なお，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設については，弾性設計用地

震動Ｓｄに2分の1を乗じた地震動によりその影響についての検討を行う。当該地震動
による地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するもの
とする。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及

ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力（以下
「基準地震動による地震力」という。）に対して安全機能が損なわれ
るおそれがないものでなければならない。 

３ について 

 耐震重要施設（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が
設置された建物・構築物を除く。）については， 新の科学的・技術的知見を踏まえ，
敷地及び敷地周辺の地質・地質構造，地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工

学的見地から想定することが適切な地震動，すなわち「添付書類六 5. 地震」に示す基
準地震動による地震力に対して，安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。
 また，屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸

水防止設備が設置された建物・構築物については，基準地震動による地震力に対して，
それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できるように設計する。 

第３項について 

耐震重要施設（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）について
は， 新の科学的・技術的知見を踏まえ，敷地及び敷地周辺の地質・地質構造，地盤構
造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から想定することが適切な地震動，

すなわち「添付書類六 3. 地震」に示す基準地震動ＳＳによる地震力に対して，安全機
能が損なわれるおそれがないように設計する。 
また，屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸

水防止設備が設置された建物・構築物については，基準地震動ＳＳによる地震力に対し
て，それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できるように設計する。 
基準地震動ＳＳによる地震力は，基準地震動ＳＳを用いて，水平２方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせたものとして算定する。 
なお，耐震重要施設は，耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の波及的影響に

よって，その安全機能を損なわないように設計する。 

 

・記載内容の相違 
 
 

 
 
 

 
 
・記載内容の相違 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜
面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければ

ならない。 

４ について 
 耐震重要施設については，基準地震動による地震力によって生じるおそれがある周辺

の斜面の崩壊に対して，その安全機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。 

第４項について 
耐震重要施設については，基準地震動ＳＳによる地震力によって生じるおそれがある周

辺の斜面の崩壊に対して，その安全機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。 

 

５ 炉心内の燃料被覆材は、基準地震動による地震力に対して放射性物
質の閉じ込めの機能が損なわれるおそれがないものでなければならな
い。 

５ について 
 炉心内の燃料被覆材は，通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれ
の荷重と基準地震動による地震力を組み合わせた荷重条件により塑性ひずみが生じる場

合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，放
射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさない設計とする。 

第５項について 
通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動ＳＳに

よる地震力を組み合わせた荷重条件により塑性ひずみが生じる場合であっても，その量

が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し，放射性物質の閉じ込め
の機能に影響を及ぼさない設計とする。 
なお，燃料の機械設計においては，燃料被覆管応力，累積疲労サイクル，過度の寸法

変化防止に対する設計方針を満足するように燃料要素の設計を行うが，上記の設計方針
を満足させるための設計に当たっては，これらのうち燃料被覆管への地震力の影響を考
慮すべき項目として，燃料被覆管応力及び累積疲労サイクルを評価項目とする。評価に

おいては，内外圧差による応力，熱応力，水力振動による応力，支持格子の接触圧によ
る応力等の他，地震による応力を考慮し，設計疲労曲線としては，Langer-O'Donnell の
曲線を使用する。 

 
 
 

 
 
・記載内容の相違 

６ 兼用キャスクは、次のいずれかの地震力に対して安全機能が損なわ
れるおそれがないものでなければならない。 

一 兼用キャスクが地震力により安全機能を損なうかどうかをその設置
される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な地震
力として原子力規制委員会が別に定めるもの 

二 基準地震動による地震力 

６ について 
 使用済燃料乾式貯蔵容器は，基準地震動による地震力に対して，安全機能が損なわれ

るおそれがないように設計する。 

 ・東二は兼用キャスクなし 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

要求項目 要求事項 
伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 

設計方針（記載概要） 

東海第二発電所 

設計方針 
差異理由 

７ 兼用キャスクは、地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩
壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならな

い。 

７ について 
 使用済燃料乾式貯蔵容器については，基準地震動による地震力によって生じるおそれ

がある周辺の斜面の崩壊に対して，その安全機能が損なわれるおそれがない場所に設置
する。 

 ・東二は兼用キャスクなし 
 

第八条 火災による損傷の防止 

火災防護   設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損な
われないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災
発生を感知する設備（以下「火災感知設備」という。）及び消火を行

う設備（以下「消火設備」といい、安全施設に属するものに限る。）
並びに火災の影響を軽減する機能を有するものでなければならない。

１ について 
 設計基準対象施設は，火災により発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう，火災
発生防止，火災感知及び消火並びに火災の影響軽減の措置を講じるものとする。 

(1) 火災発生防止 
 地震により火災が発生する可能性を低減するため，安全上の重要度に応じた耐震設計
を行う。 

(2) 火災感知及び消火 
 火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，地震による影響に対して，安
全機能を有する構築物，系統及び機器の耐震クラスに応じて，機能を維持できる設計と

する。 

第１項について 
設計基準対象施設は，火災により発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう，火災

発生防止，火災感知及び消火並びに火災の影響軽減の措置を講じるものとする。 

(1) 火災発生防止 
地震により火災が発生する可能性を低減するため，安全上の重要度に応じた耐震設計

を行う。 

(2) 火災感知及び消火 
火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，安全機能を有する構築物，系

統及び機器の耐震クラスに応じて，地震発生時に機能を維持できる設計とする。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

第九条 溢水による損傷の防止等 

溢水防護   安全施設は、発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合にお

いても安全機能を損なわないものでなければならない。 

１ について 

 安全施設は，発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても，安全機能
を損なわない設計とする。 
 

 
 
 

 
 なお，発電用原子炉施設内における溢水として，発電用原子炉施設内に設置された機
器及び配管の破損（地震起因を含む。），消火系統等の作動，使用済燃料ピット等のス

ロッシングその他の事象により発生した溢水を考慮する。 

第１項について 

安全施設は，発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても，安全機能
を損なわない設計とする。 
そのために，発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても，原子炉を

高温停止でき，引き続き低温停止及び放射性物質の閉じ込め機能を維持できる設計とす
る。また，停止状態にある場合は，引き続きその状態を維持できる設計とする。さらに
使用済燃料プールにおいては，使用済燃料プールの冷却機能及び使用済燃料プールへの

給水機能を維持できる設計とする。 
なお，発電用原子炉施設内における溢水として，発電用原子炉施設内に設置された機

器及び配管の破損（地震起因を含む。），消火系統等の作動又は使用済燃料プールのス

ロッシングにより発生した溢水を考慮する。 

 

 
 
・記載内容の相違 

 
 
 

 
 
 

 

２ 設計基準対象施設は、発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体
を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふ
れ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないものでな

ければならない。 

２ について 
 設計基準対象施設は，発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器，
配管その他の設備（ポンプ，弁，使用済燃料ピット，原子炉キャビティ（燃料取替用キ

ャナル含む。）等）から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において，当該液体が
管理区域外へ漏えいしない設計とする。 

第２項について 
設計基準対象施設は，発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器，

配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において，当該液体が管

理区域外へ漏えいしない設計とする。 

 
 
 

第三十八条 重大事故等対処施設の地盤 

地盤の支持   重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次
に定める地盤に設けなければならない。 

１の一 について 
 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対
処施設を除く。）については，基準地震動による地震力が作用した場合においても，接

地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 
 また，上記に加え，基準地震動による地震力が作用することによって弱面上のずれが
発生しないことを含め，基準地震動による地震力に対する支持性能を有する地盤に設置

する。 

第１項第１号について 
常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対

処施設を除く。）は，基準地震動ＳＳによる地震力が作用した場合においても，接地圧に

対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 
また，上記に加え，基準地震動ＳＳによる地震力が作用することによって弱面上のずれ

が発生しないことを含め，基準地震動ＳＳによる地震力に対する支持性能を有する地盤に

設置する。 

 
 
 

 
 
 

 一 重大事故防止設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故防止設
備」という。）であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処

設備が有する機能を代替するもの（以下「常設耐震重要重大事故防
止設備」という。）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事
故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力が作用した場合

においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる
地盤 

 二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設
置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）
第四条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合において

も当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤 

１の二 について 
 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等
対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）については，代替する機能を有する設計

基準事故対処設備が属する耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用し
た場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

第１項第２号について 
常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される施設（特定

重大事故等対処施設を除く。）は，代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属す

る耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても，接地
圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 
 
 

 三 重大事故緩和設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故緩和設
備」という。）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等

対処施設を除く。） 基準地震動による地震力が作用した場合にお
いても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤

１の三 について 
 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を

除く。）については，基準地震動による地震力が作用した場合においても，接地圧に対
する十分な支持力を有する地盤に設置する。 
 また，上記に加え，基準地震動による地震力が作用することによって弱面上のずれが

発生しないことを含め，基準地震動による地震力に対する支持性能を有する地盤に設置
する。 

第１項第３号について 
常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を

除く。）は，基準地震動ＳＳによる地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十
分な支持力を有する地盤に設置する。 
また，上記に加え，基準地震動ＳＳによる地震力が作用することによって弱面上のずれ

が発生しないことを含め，基準地震動ＳＳによる地震力に対する支持性能を有する地盤に
設置する。 

 
 

 
 
 

 

 四 特定重大事故等対処施設 第四条第二項の規定により算定する地
震力が作用した場合及び基準地震動による地震力が作用した場合に
おいても当該特定重大事故等対処施設を十分に支持することができ

る地盤 

１の四 について 
 特定重大事故等対処施設については，耐震重要度分類のＳクラスの施設に適用される
地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置す

る。 

第１項第４号について 
特定重大事故等対処施設（一の施設）（以下，本条文において「特定重大事故等対処

施設」という。）については，耐震重要度分類のＳクラスの施設に適用される地震力が

作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

要求項目 要求事項 
伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 

設計方針（記載概要） 

東海第二発電所 

設計方針 
差異理由 

 また，上記に加え，基準地震動による地震力が作用することによって弱面上のずれが
発生しないことを含め，基準地震動による地震力に対する支持性能を有する地盤に設置

する。 

また，上記に加え，基準地震動ＳＳによる地震力が作用することによって弱面上のずれ
が発生しないことを含め，基準地震動ＳＳによる地震力に対する支持性能を有する地盤に

設置する。 

 
 

２ 重大事故等対処施設（前項第二号の重大事故等対処施設を除く。次
項及び次条第二項において同じ。）は、変形した場合においても重大
事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に

設けなければならない。 

２ について 
 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対
処施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震

発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状
により，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設置
する。 

 また，特定重大事故等対処施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤
の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化，揺すり込み
沈下等の周辺地盤の変状により，原子炉建屋等への故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ
がない地盤に設置する。 

第２項について 
常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，地震発生に伴う地殻変動によって生じ

る支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及
び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により，重大事故等に対処するために必要な機能
が損なわれるおそれがない地盤に設置する。 

特定重大事故等対処施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜
及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化，揺すり込み沈下等
の周辺地盤の変状により，原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地
盤に設置する。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

３ 重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなけ
ればならない。 

 第３項について 
常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，将来活動する可能性のある断層等の露

頭がない地盤に設置する。 
特定重大事故等対処施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤に設

置する。 

なお，「第１項第１号～第３項について」における重大事故等対処施設の設備分類に
ついては，第三十九条の「適合のための設計方針」の「第１項について」における
「Ⅰ．設備分類」による。 

・標準応答スペクトル取り入れ
に関して直接関係はないが，
耐震設計に係る条文のため，

記載する。 
 
 

・記載内容の相違 
 

第三十九条 地震による損傷の防止 

耐震性   重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次
に定める要件を満たすものでなければならない。 

 一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設
（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力に
対して重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないものであること。 
 二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）

第四条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐えることがで
きるものであること。 

 三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重

大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地震力に対して重
大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないもの
であること。 

 四 特定重大事故等対処施設 第四条第二項の規定により算定する地
震力に十分に耐えることができ、かつ、基準地震動による地震力に
対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

がないものであること。 

１ について 
 重大事故等対処施設について，(1)，(2)，(3)，(4)に示す各設備が設置される施設の

区分に応じた設計方針に従って耐震設計を行う。耐震設計において適用する地震動及び
当該地震動による地震力等については，設計基準対象施設のものを施設区分に応じて適
用する。 

 なお，(1)，(2)，(3)，(4)に示す設計方針が，それぞれ第１項の第一，二，三，四号
の要求事項に対応するものである。 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対
処施設を除く。） 
 基準地震動による地震力に対して，重大事故に至るおそれがある事故に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 
(2) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等
対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 

第１項について 
重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必

要な機能及び設置状態を踏まえて「Ⅰ．設備分類」のとおり分類し，設備分類に応じて
「Ⅱ．設計方針」に示す設計方針に従って耐震設計を行う。耐震設計において適用する
地震動及び当該地震動による地震力等については，設計基準対象施設のものを設備分類

に応じて適用する。 
なお，「Ⅱ．設計方針」の(1)，(2)，(3)及び(4)に示す設計方針が，それぞれ第１項

の第一号，第二号，第三号及び第四号の要求事項に対応するものである。 

 
Ⅰ．設備分類 
(1) 常設重大事故防止設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合で
あって，設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料プールの冷却機能若しく
は注水機能が喪失した場合において，その喪失した機能（重大事故に至るおそれが

ある事故に対処するために必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故の
発生を防止する機能を有する設備であって常設のもの。 
ａ．常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が
有する機能を代替するもの。 
ｂ．常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，ａ．以外のもの。 
(2) 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合において，当該重大事故の

拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のも
の。 

(3) 特定重大事故等対処施設 

重大事故等対処施設のうち，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに
より炉心の損傷が発生するおそれがある場合又は炉心の著しい損傷が発生した場合
において，原子炉格納容器の破損による工場等外への放射性物質の異常な水準の放

出を抑制するためのもの。 
 
Ⅱ．設計方針 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設 
 

基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重大事故に至るおそれがある事故に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 
(2) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事

故等対処施設 

 

・記載内容の相違 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

標準応答スペクトルの規制への取り入れに伴う改正規則等への適合性について 比較表 

24 

赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

要求項目 要求事項 
伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 

設計方針（記載概要） 

東海第二発電所 

設計方針 
差異理由 

 代替する機能を有する設計基準事故対処設備の耐震重要度分類のクラスに適用される
地震力に十分に耐えることができるように設計する。 

(3) 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を
除く。） 
 基準地震動による地震力に対して，重大事故に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがないように設計する。 
 
 

 
 
 

 
 
 

(4) 特定重大事故等対処施設 
 弾性設計用地震動による地震力又は耐震重要度分類のＳクラスの施設に適用される静
的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐え

られるよう，かつ，基準地震動による地震力に対して，原子炉建屋等への故意による大
型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機
能が損なわれるおそれがないよう設計する。 

 特定重大事故等対処施設の機能を維持するために必要な間接支持構造物は，特定重大
事故等対処施設に求められる地震力に対してその機能を喪失しない設計とする。 

代替する機能を有する設計基準事故対処設備の耐震重要度分類のクラスに適用さ
れる地震力に十分に耐えることができるように設計する。 

(3) 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設 
 

基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重大事故に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないように設計する。 
なお，上記設計において適用する動的地震力は，水平２方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせたものとして算定する。 

また，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重
大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故防止設
備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故

等対処設備，常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備のいずれにも属さな
い常設の重大事故等対処施設の波及的影響によって，重大事故等に対処するために
必要な機能を損なわれるおそれがないように設計する。 

(4) 特定重大事故等対処施設（一の施設） 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
・記載内容の相違 
 

 
 
 

 
 
 

 
・記載内容の相違 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

本箇所の記載内容は機密に係る事項を含むため，東海第二発

電所審査資料 S-2-1 参考「東海第二発電所 標準応答スペク

トルの規制への取り入れに伴う改正規則等への適合性につい

て（機密情報記載箇所抜粋）」に示す。 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

要求項目 要求事項 
伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 

設計方針（記載概要） 

東海第二発電所 

設計方針 
差異理由 

２ 重大事故等対処施設は、第四条第三項の地震の発生によって生ずる
おそれがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

２ について 
 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設については，基準地震動による地震力によって生じるおそれがある周辺の斜面の
崩壊に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない場所
に設置する。 

 また，特定重大事故等対処施設については，基準地震動による地震力によって生じる
おそれがある周辺斜面の崩壊に対して，原子炉建屋等への故意による大型航空機の衝突
その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる

おそれがない場所に設置する。 

第２項について 
常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設については，基準地震動ＳＳによる地震力によって生じるおそれがある周辺斜面の
崩壊に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない場所
に設置する。 

特定重大事故等対処施設（一の施設）については，基準地震動ＳＳによる地震力によっ
て生じるおそれがある周辺斜面の崩壊に対して，原子炉建屋への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがない場所に設置する。 

 
 

 

第四十一条 火災による損傷の防止 

火災防護  重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必

要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することがで
き、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならな
い。 

 

 重大事故等対処施設は火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうお
それがないよう，火災発生防止，火災感知及び消火の措置を講じるものとする。 

(1) 火災発生防止 

 地震により火災が発生する可能性を低減するため，重大事故等対処施設の区分に応じ
た耐震設計を行う。 

(2) 火災感知及び消火 

 火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，地震による影響に対して，重
大事故等対処施設の区分に応じて，機能を維持できる設計とする。 

第１項について 

重大事故等対処施設は火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうお
それがないよう，火災発生防止，火災感知及び消火の措置を講じるものとする。 

(1) 火災の発生防止 

地震により火災が発生する可能性を低減するため，重大事故等対処施設の区分に応じ
た耐震設計を行う。 

(2) 火災感知及び消火 

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，重大事故等対処施設の区分に
応じて，地震発生時に機能を維持できる設計とする。 

 

 
 
 

第四十二条 特定重大事故等対処施設 

特定重大事
故等対処施
設 

  工場等には、次に掲げるところにより、特定重大事故等対処施設を
設けなければならない。 

 一 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

に対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる
おそれがないものであること。 

１の一 について 
 特定重大事故等対処施設を構成する設備は発電用原子炉施設（他号炉を含む。）内の
他の設備（設計基準対象施設，重大事故等対処設備及び特定重大事故等対処施設（当該

の特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。））に対して悪影響を及ぼさない設
計とする。 
 具体的には，地震による影響に対して，特定重大事故等対処施設を構成する設備は，

地震により他の設備に悪影響を及ぼさないように，また，地震により火災源又は溢水源
とならないように耐震設計を行う。 

第１項第１号について 
特定重大事故等対処施設を構成する設備は，発電用原子炉施設（一部の敷地を共有す

る東海発電所内の発電用原子炉施設を含む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び重

大事故等対処設備（当該の特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。））に対し
て悪影響を及ぼさない設計とする。 
具体的には，地震による影響に対しては，特定重大事故等対処施設を構成する設備

は，地震，地震による火災及び溢水により他の設備へ悪影響を及ぼさないように設計す
る。 
地震に対する耐震設計については，「1.3.3 特定重大事故等対処施設の耐震設計」に

示す。 

 
 
 

 
 
 

・記載内容の相違 
 

第四十三条 重大事故等対処設備 

重大事故等

対処設備 

  重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

 五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであるこ
と。 

１の五 について 

 重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（他号炉を含む。）内の他の設備（設計基準
対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備。）に対して悪影響を
及ぼさない設計とする。 

 具体的には，地震による影響に対して，重大事故等対処設備は，地震により他の設備
に悪影響を及ぼさないように，また，地震により火災源又は溢水源とならないように耐
震設計を行うとともに，可搬型重大事故等対処設備は，転倒しないことを確認するか又

は固縛等が可能な設計とする。 

第１項第５号について 

重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（隣接する発電所を含む。）内の他の設備
（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して
地震による悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 
 
 

・記載内容の相違 
 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほ
か、次に掲げるものでなければならない。 

 三 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接続する

ことができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設
備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接
続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。

 第３項第３号について 
原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故等対処設備と常設設備との

接続口は，共通要因によって接続することができなくなることを防止するため，それぞ

れ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。 
環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，

荷重及びその他の使用条件において，その機能を確実に発揮できる設計とするととも

に，接続口は，建屋等内及び建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない位置に複数箇所設
置する。重大事故等時の環境条件における健全性については「1.1.7.3 環境条件等」に
記載する。 

地震に対して接続口は，「1.9 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方
針」に基づく地盤上の建屋等内又は建屋等壁面に複数箇所設置する。また，接続口は，
「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失しない位置に設置する。 

・可搬型設備に係る条項であ
り，第39 条要求以外で接続
口に対する評価方針を示して

いるため，東二は記載する。

 五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故
等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処
設備と異なる保管場所に保管すること。 

３の五 について 

 地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，原子炉建屋等の頑健な建屋内に保管する
か，又は屋外において共通要因によりすべての設備が同時に機能を喪失しないよう転倒
しないことを確認するか若しくは必要により固縛等の処置をする。屋外に保管する可搬

型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋又は原子炉補助建屋の外から水又は電力を供
給する注水設備及び電源設備は，必要となる容量等を賄うことができる設備の２セット
について，また，屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋又は原

子炉補助建屋の外から水又は電力を供給する注水設備又は電源設備以外のものは，必要
となる容量等を賄うことができる設備の１セットについて，地震により生じる敷地下斜

第３項第５号について 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と共
通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，共通要因の特性を踏ま
え，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とす

る。 
また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），

その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，設計基準事故

対処設備等及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等
対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。 

・記載内容の相違 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

要求項目 要求事項 
伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 

設計方針（記載概要） 

東海第二発電所 

設計方針 
差異理由 

面のすべり，液状化及び揺すり込みによる不等沈下，地盤支持力の不足及び地下構造物
の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管する。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，
荷重及びその他の使用条件において，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発

揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性については「1.1.7.3 環
境条件等」に記載する。 
地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「1.9 発電用原子炉設置変更許

可申請に係る安全設計の方針」に基づく地盤上に設置する建屋内に保管する。屋外の可
搬型重大事故等対処設備は，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処置
をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる

不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響に
より必要な機能を喪失しない位置に保管する設計とする。また，可搬型重大事故等対処
設備は，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

 六 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故

等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工
場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたもの
であること。 

３の六 について 

 想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備を運搬
し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよ
う，以下の設計とする。 

 アクセスルートは，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災を想定しても，運搬，移
動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保す
る。 

 
 
 

 
 屋外アクセスルートは，基準地震動による地震力に対して，運搬，移動に支障をきた
さない地盤に設定することで通行性を確保する設計とする。基準地震動による周辺斜面

の崩壊や道路面の滑りに対しては，崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，
ホイールローダによる崩壊箇所の仮復旧を行うことで通行性を確保できる設計とする。
不等沈下や地下構造物の損壊に伴う段差の発生が想定される箇所においては，事前に土

嚢その他資機材による段差緩和対策を講じるとともに，段差発生時にはホイールローダ
による仮復旧により，通行性を確保できる設計とする。 

第３項第６号について 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備を運搬
し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよ
う，以下の設計とする。 

屋外及び屋内において，アクセスルートは，自然現象，発電用原子炉施設の安全性を
損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの，溢水及び火災を想定
しても，運搬，移動に支障を来すことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスル

ートを確保する。 
なお，想定される重大事故等の収束に必要となる屋外アクセスルートは，基準津波の

影響を受けない防潮堤内に，基準地震動ＳＳ及び敷地に遡上する津波の影響を受けないル

ートを少なくとも１つ確保する。 
屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊

及び道路面のすべり），その他自然現象による影響（風（台風）及び竜巻による飛来

物，積雪並びに火山の影響）を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，
早期に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物を除去可能なホイールローダ
を 1 セット 2台使用する。ホイールローダの保有数は，1 セット 2台，故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップ用として3台の合計5台を分散して保管する。また，
地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上への自然流下も考慮した
上で，通行への影響を受けない箇所にアクセスルートを確保する設計とする。 

屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊
土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイールローダによる崩壊箇所の復旧又
は迂回路の通行を行うことで，通行性を確保できる設計とする。また，不等沈下等に伴

う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策等を行う設計とする。 

 

 
 
 

・記載内容の相違 
 
 

 
・敷地に遡上する津波は東二特
有 

 
・記載内容の相違 
 

第五十七条 電源設備 

電源設備 ２ 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置される

非常用電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設
計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生し
た場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内

燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を
防止するための常設の直流電源設備を設けなければならない。 

２ について 

 蓄電池（３系統目）は，特に高い信頼性を有する直流電源設備とするため，安全機能
の重要度分類クラス１相当の設計とし，耐震設計においては，蓄電池（３系統目）及び
その電路は，基準地震動による地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないことに加え，弾性設計用地震動による地震力または静的地
震力のいずれか大きい方の地震力に対して，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられ
るように設計する。 

第２項について 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，特に高い信頼性を有する直流電源設備とする
ため，安全機能の重要度分類クラス１相当の設計とし，耐震設計においては，蓄電池
（３系統目）及びその電路は，基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがないことに加え，弾性設計用地震動Ｓｄによ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して，おおむね弾性状態にと
どまる範囲で耐えられるように設計する。 

 

 

第六十一条 緊急時対策所 

緊急時対策
所 

  第三十四条の規定により設置される緊急時対策所は、重大事故等が
発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置

が講じられるよう、次に掲げるものでなければならない。 
 一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまるこ

とができるよう、適切な措置を講じたものであること。 

 二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故
等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けたものであ
ること。 

 三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信
連絡を行うために必要な設備を設けたものであること。 

 緊急時対策所（EL.32ｍ）は，重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処
するための適切な措置が講じられるよう，その機能に係る設備を含め，基準地震動によ

る地震力に対し，機能を喪失しない設計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該事故等に対処するため
の適切な措置が講じることができるよう，その機能に係る設備を含め，基準地震動ＳＳに

よる地震力に対し，機能を損なわない設計とする。地震に対しては，「1.3.2 重大事故
等対処施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

 
 

・記載内容の相違 
 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収
容することができるものでなければならない。 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

（添付資料－３）「標準応答スペクトルの規制への取り入れ」に伴う「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る整理表 

要求項目 要求事項 

伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 東海第二発電所  

関係要否 
要：○，否：× 

備考 
関係要否 

要：○，否：× 
備考 

差異理由 

１． 重大事故等対策における要求事項 

１．０ 共通事項 

○ 

本項目のうち、アクセスルートの確保及び保管
場所の要求事項は、既許可申請書の本文十号に
おいて耐震性に関係する記載があるが、基準地

震動の追加により、それらの安全設計の方針に
変更はなく、共通事項に係る既設置許可の基準
適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

 
 
＜参考：既許可申請書の本文十号より一部抜粋

＞ 
 
 

 
 
 

(１)重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措
置を実施するために必要な技術的能力 
(ⅰ)重大事故等対策 

ａ．重大事故等対処設備に係る事項 
(b)アクセスルートの確保 
～中略～ 

屋外及び屋内において，アクセスルートは，
迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保
する。複数ルートのうち少なくとも１ルート

は，定される自然現象，発電用原子炉施設の安
全性を損なわせる原因となるおそれがある事象
であって人為によるもの（故意によるものを除

く。），溢水及び火災を想定しても，速やかに
運搬，移動が可能なルートとするとともに，他
の復旧可能なルートも確保する。 

屋内及び屋外アクセスルートは，想定される
自然現象に対して地震，津波，洪水，風（台
風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び
高潮を，発電用原子炉施設の安全性を損なわせ
る原因となるおそれがある事象であって人為に

よるもの（故意によるものを除く。）に対して
飛来物，ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災
（石油コンビナート施設の火災，発電所敷地内

に存在する危険物タンクの火災，航空機墜落に
よる火災，発電所港湾内に入港する船舶の火災
及びばい煙等の二次的影響），有毒ガス，船舶

の衝突及び電磁的障害を考慮する。 
～以下、省略～ 
ｂ．復旧作業に係る事項 

(a)予備品等の確保 
予備品等については，地震による周辺斜面の

崩壊，敷地下斜面のすべり，津波による浸水な

どの外部事象の影響を受けにくい場所に当該重
要安全施設との位置的分散を考慮し保管する。 
～以下、省略～ 

○ 

本項目のうち，アクセスルートの確保及び保管
場所の要求事項は，既許可申請書の本文十号に
おいて耐震性に関係する記載があるが，基準地

震動ＳＳの追加により，それらの設計方針に変更
はなく，共通事項に係る既設置許可の基準適合
性確認結果に影響を与えるものではない。 

 
＜参考：既許可申請書の本文十号より一部抜粋
＞ 

ハ 重大事故に至るおそれがある事故又は重大
事故 事故に対処するために必要な施設及び体制
並びに発生すると想定される事故の程度及び影

響の評価を行うために設定した条件及びその評
価の結果 
(1) 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措

置を実施するために必要な技術的能力 
(ｉ) 重大事故等対策 
ａ．重大事故等対処設備に係る事項 

(b) アクセスルートの確保 
～略～ 
屋外アクセスルートに対する地震による影響

（周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道
路面のすべり，液状化及び揺すり込みによる不
等沈下，液状化に伴う浮き上がり並びに地中埋

設構造物の損壊），風（台風）及び竜巻による
飛来物，積雪並びに火山の影響を想定し，複数
のアクセスルートの中から状況を確認し，早期

に復旧可能なアクセスルートを確保するため，
障害物を除去可能なホイールローダ等の重機を
保管，使用し，それを運転できる要員を確保す

る。 
また，地震による屋外タンクからの溢水及び

降水に対して，道路上への自然流下も考慮した

上で，溢水による通行への影響を受けないアク
セスルートを確保する。 
津波の影響については，防潮堤内に設置し基

準津波の影響を受けず，また，基準地震動ＳＳに
対して影響を受けない若しくは重機等による復
旧をすることにより，複数のアクセスルートを

確保する。 
敷地に遡上する津波の影響については，敷地

に遡上する津波の影響を受けない高所（T.P.＋

11m 以上）に，基準地震動Ｓｓの影響を受けな
いアクセスルートを少なくとも１ルート確保す
ることにより，可搬型重大事故等対処設備の保

管場所及び緊急時対策所等から接続場所までの
移動・運搬を可能とする。 
～略～ 

屋外アクセスルートは，基準地震動ＳＳの影響
による周辺斜面の崩壊や道路面のすべりで崩壊
土砂が広範囲に到達することを想定した上で，

ホイールローダ等の重機による崩壊箇所の復旧
を行い，通行性を確保する。 
～略～ 

ｂ．復旧作業に係る事項 
(b) 保管場所 
予備品等については，地震による周辺斜面の

崩壊，敷地下斜面のすべり，津波（敷地に遡上
する津波を含む。）による浸水等の外部事象の
影響を受けにくい場所に当該重要安全施設との

位置的分散を考慮した場所に保管する。 

 
 
 

・記載表現の相違（以下，省略） 
 
 

 
 
 

・記載方針の相違 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
・記載方針の相違 

 （１）重大事故等

対処設備に
係る要求事
項 

①切替えの容易性 

発電用原子炉設置者において、本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた
めに使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えるために必
要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されているこ

と。 
②アクセスルートの確保 
発電用原子炉設置者において、想定される重大事故等が発生した場合において、可搬

型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場又は事
業所（以下「工場等」という。）内の道路及び通路が確保できるよう、実効性のある運
用管理を行う方針であること。 

 （２）復旧作業に
係る要求事
項 

①予備品等の確保 
発電用原子炉設置者において、重要安全施設（設置許可基準規則第２条第９号に規定

する重要安全施設をいう。）の取替え可能な機器及び部品等について、適切な予備品及

び予備品への取替のために必要な機材等を確保する方針であること。 
②保管場所 
発電用原子炉設置者において、上記予備品等を、外部事象の影響を受けにくい場所

に、位置的分散などを考慮して保管する方針であること。 
③アクセスルートの確保 
発電用原子炉設置者において、想定される重大事故等が発生した場合において、設備

の復旧作業のため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、実効性のある運用管理
を行う方針であること。 

 （３）支援に係る
要求事項 

発電用原子炉設置者において、工場等内であらかじめ用意された手段（重大事故等対
処設備、予備品及び燃料等）により、事故発生後７日間は事故収束対応を維持できる方
針であること。 

また、関係機関と協議・合意の上、外部からの支援計画を定める方針であること。 
さらに、工場等外であらかじめ用意された手段（重大事故等対処設備、予備品及び燃

料等）により、事象発生後６日間までに支援を受けられる方針であること。 

 （４）手順書の整
備、訓練の
実施及び体

制の整備 

発電用原子炉設置者において、重大事故等に的確かつ柔軟に対処できるよう、あらか
じめ手順書を整備し、訓練を行うとともに人員を確保する等の必要な体制の適切な整備
が行われているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

要求項目 要求事項 

伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 東海第二発電所  

関係要否 
要：○，否：× 

備考 
関係要否 

要：○，否：× 
備考 

差異理由 

(c) アクセスルートの確保 

想定される重大事故等が発生した場合におい
て，設備の復旧作業のため，発電所内の道路及
び通路が確保できるように，「a.(b)アクセスル

ートの確保」と同じ実効性のある運用管理を実
施する。 
 

１．１ 緊急停止失敗時に
発電用原子炉を未
臨界にするための

手順等 

発電用原子炉設置者において、運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運
転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発
生した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ

及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、発電用原子炉を未臨界に移行するた
めに必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されてい
ること。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの
運用の変更は伴わないことから、緊急停止失敗
時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響
を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用
の変更は伴わないことから，緊急停止失敗時に
発電用原子炉を未臨界にするための手順等に係

る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与
えるものではない。 

１．２ 原子炉冷却材圧力
バウンダリ高圧時

に発電用原子炉を
冷却するための手
順等 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、
設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心

の著しい損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必要な手順等が適切に整
備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの
運用の変更は伴わないことから、原子炉冷却材

圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す
るための手順等に係る既設置許可の基準適合性
確認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用
の変更は伴わないことから，原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するた
めの手順等に係る既設置許可の基準適合性確認
結果に影響を与えるものではない。 

１．３ 原子炉冷却材圧力
バウンダリを減圧
するための手順等 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、
設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心
の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ

を減圧するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切
に示されていること。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの
運用の変更は伴わないことから、原子炉冷却材
圧力バウンダリを減圧するための手順等に係る

既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与え
るものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用
の変更は伴わないことから，原子炉冷却材圧力
バウンダリを減圧するための手順等に係る既設

置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるも
のではない。 

１．４ 原子炉冷却材圧力
バウンダリ低圧時
に発電用原子炉を

冷却するための手
順等 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、
設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心
の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するため

に必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されている
こと。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの
運用の変更は伴わないことから、原子炉冷却材
圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための手順等に係る既設置許可の基準適合性
確認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用
の変更は伴わないことから，原子炉冷却材圧力
バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの手順等に係る既設置許可の基準適合性確認
結果に影響を与えるものではない。 

１．５ 終ヒートシンク

へ熱を輸送するた
めの手順等 

発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する 終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損
（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、 終ヒート
シンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される

方針が適切に示されていること。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの

運用の変更は伴わないことから、 終ヒートシ
ンクへ熱を輸送するための手順等に係る既設置
許可の基準適合性確認結果に影響を与えるもの

ではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用

の変更は伴わないことから， 終ヒートシンク
へ熱を輸送するための手順等に係る既設置許可
の基準適合性確認結果に影響を与えるものでは

ない。 

１．６ 原子炉格納容器内

の冷却等のための
手順等 

１ 発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の

冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器
内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は
整備される方針が適切に示されていること。 

２ 発電用原子炉設置者は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器
の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を
低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適

切に示されていること。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの

運用の変更は伴わないことから、原子炉格納容
器内の冷却等のための手順等に係る既設置許可
の基準適合性確認結果に影響を与えるものでは

ない。 
× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用

の変更は伴わないことから，原子炉格納容器内
の冷却等のための手順等に係る既設置許可の基
準適合性確認結果に影響を与えるものではな

い。 

１．７ 原子炉格納容器の
過圧破損を防止す

るための手順等 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納
容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要

な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 × 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの
運用の変更は伴わないことから、原子炉格納容

器の過圧破損を防止するための手順等に係る既
設置許可の基準適合性確認結果に影響を与える
ものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用
の変更は伴わないことから，原子炉格納容器の

過圧破損を防止するための手順等に係る既設置
許可の基準適合性確認結果に影響を与えるもの
ではない。 

１．８ 原子炉格納容器下
部の溶融炉心を冷

却するための手順
等 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納
容器の破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却する

ために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されて
いること。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの
運用の変更は伴わないことから、原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却するための手順等に係
る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与
えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用
の変更は伴わないことから，原子炉格納容器下

部の溶融炉心を冷却するための手順等に係る既
設置許可の基準適合性確認結果に影響を与える
ものではない。 

１．９ 水素爆発による原
子炉格納容器の破
損を防止するため

の手順等 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納
容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する必
要がある場合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な手順

等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの
運用の変更は伴わないことから、水素爆発によ
る原子炉格納容器の破損を防止するための手順

等に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影
響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用
の変更は伴わないことから，水素爆発による原
子炉格納容器の破損を防止するための手順等に

係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を
与えるものではない。 

１．１０ 水素爆発による原
子炉建屋等の損傷
を防止するための

手順等 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋
その他の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納するための施設（以
下「原子炉建屋等」という。）の水素爆発による損傷を防止する必要がある場合には、

水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な手順等が適切に整備さ
れているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの
運用の変更は伴わないことから、水素爆発によ
る原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等

に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響
を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用
の変更は伴わないことから，水素爆発による原
子炉建屋等の損傷を防止するための手順等に係

る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与
えるものではない。 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

要求項目 要求事項 

伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 東海第二発電所  

関係要否 
要：○，否：× 

備考 
関係要否 

要：○，否：× 
備考 

差異理由 

１．１１ 使用済燃料貯蔵槽

の冷却等のための
手順等 

１ 発電用原子炉設置者において、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失

し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵
槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下
「貯蔵槽内燃料体等」という。）を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するた

めに必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されて
いること。 

２ 発電用原子炉設置者は、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因に

より当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の
著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な手順等が適切に整備さ
れているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの

運用の変更は伴わないことから、使用済燃料貯
蔵槽の冷却等のための手順等に係る既設置許可
の基準適合性確認結果に影響を与えるものでは

ない。 
× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用

の変更は伴わないことから，使用済燃料貯蔵槽
の冷却等のための手順等に係る既設置許可の基
準適合性確認結果に影響を与えるものではな

い。 

 

１．１２ 工場等外への放射
性物質の拡散を抑
制するための手順

等 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵
槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制
するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示さ

れていること。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの
運用の変更は伴わないことから、工場等外への
放射性物質の拡散を抑制するための手順等に係

る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与
えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用
の変更は伴わないことから，工場等外への放射
性物質の拡散を抑制するための手順等に係る既

設置許可の基準適合性確認結果に影響を与える
ものではない。 

 

１．１３ 重大事故等の収束
に必要となる水の
供給手順等 

発電用原子炉設置者において、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故
等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準事
故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の

水を供給するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適
切に示されていること。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの
運用の変更は伴わないことから、重大事故等の
収束に必要となる水の供給手順等に係る既設置

許可の基準適合性確認結果に影響を与えるもの
ではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用
の変更は伴わないことから，重大事故等の収束
に必要となる水の供給手順等に係る既設置許可

の基準適合性確認結果に影響を与えるものでは
ない。 

 

１．１４ 電源の確保に関す

る手順等 

発電用原子炉設置者において、電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合

において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及
び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中原子炉内燃料体」と
いう。）の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な手順等が適

切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの

運用の変更は伴わないことから、電源の確保に
関する手順等に係る既設置許可の基準適合性確
認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用

の変更は伴わないことから，電源の確保に関す
る手順等に係る既設置許可の基準適合性確認結
果に影響を与えるものではない。 

 

１．１５ 事故時の計装に関

する手順等 

発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含

む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ
を計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情
報を把握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適

切に示されていること。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの

運用の変更は伴わないことから、事故時の計装
に関する手順等に係る既設置許可の基準適合性
確認結果に影響を与えるものではない。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用

の変更は伴わないことから，事故時の計装に関
する手順等に係る既設置許可の基準適合性確認
結果に影響を与えるものではない。 

 

１．１６ 原子炉制御室の居
住性等に関する手

順等 

発電用原子炉設置者において、原子炉制御室に関し、重大事故が発生した場合におい
ても運転員がとどまるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される

方針が適切に示されていること。 × 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの
運用の変更は伴わないことから、原子炉制御室

の居住性等に関する手順等に係る既設置許可の
基準適合性確認結果に影響を与えるものではな
い。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用
の変更は伴わないことから，原子炉制御室の居

住性等に関する手順等に係る既設置許可の基準
適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

 

１．１７ 監視測定等に関す
る手順等 

１ 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺
（工場等の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物質

の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な
手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

２ 発電用原子炉設置者は、重大事故等が発生した場合に工場等において風向、風速そ

の他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するために必要な手順等が適切に整備
されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの
運用の変更は伴わないことから、監視測定等に

関する手順等に係る既設置許可の基準適合性確
認結果に影響を与えるものではない。 × 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用
の変更は伴わないことから，監視測定等に関す

る手順等に係る既設置許可の基準適合性確認結
果に影響を与えるものではない。 

 

１．１８ 緊急時対策所の居

住性等に関する手
順等 

発電用原子炉設置者において、緊急時対策所に関し、重大事故等が発生した場合にお

いても、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が緊急時対策所にとどま
り、重大事故等に対処するために必要な指示を行うとともに、発電用原子炉施設の内外
の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡し、重大事故等に対処するために必要な数

の要員を収容する等の現地対策本部としての機能を維持するために必要な手順等が適切
に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの

運用の変更は伴わないことから、緊急時対策所
の居住性に関する手順等に係る既設置許可の基
準適合性確認結果に影響を与えるものではな

い。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用

の変更は伴わないことから，緊急時対策所の居
住性等に関する手順等に係る既設置許可の基準
適合性確認結果に影響を与えるものではない。 

 

１．１９ 通信連絡に関する
手順等 

発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生した場合において発電用原子炉施設
の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な手順等が適切に
整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの
運用の変更は伴わないことから、通信連絡に関
する手順等に係る既設置許可の基準適合性確認

結果に影響を与えるものではない。 

 

× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用
の変更は伴わないことから，通信連絡に関する
手順等に係る既設置許可の基準適合性確認結果

に影響を与えるものではない。 

 

２． 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における要求事項 

２．１ 可搬型設備等によ
る対応 

発電用原子炉設置者において、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ
の他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大規模損壊」とい
う。）が発生するおそれがある場合又は発生した場合における体制の整備に関し、以下

の項目についての手順書が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示さ
れていること。また、当該手順書に従って活動を行うための体制及び資機材が適切に整
備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

一 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する
こと。 

二 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。 

× 

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの
運用の変更は伴わないことから、可搬型設備等
による対応に係る既設置許可の基準適合性確認

結果に影響を与えるものではない。 
× 

本申請は既存設備に変更はなく，それらの運用
の変更は伴わないことから，可搬型設備等によ
る対応に係る既設置許可の基準適合性確認結果

に影響を与えるものではない。 
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赤字：設計方針の相違 

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 

緑字：記載表現の相違（実質的な相違なし） 

要求項目 要求事項 

伊方発電所３号炉 （令和４年９月８日提出版） 東海第二発電所  

関係要否 
要：○，否：× 

備考 
関係要否 

要：○，否：× 
備考 

差異理由 

三 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関するこ

と。 
四 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保するための対策及び燃料
体の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。 

五 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するための対策に関すること。 

２．２ 特定重大事故等対
処施設の機能を維

持するための体制
の整備 

発電用原子炉設置者において、特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制
が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

○ 

本項目のうち、アクセスルートの確保の事項に
ついては、既許可申請書の本文十号において、

「１．０ 共通事項」に記載の「(１)(ⅰ)ａ．
(b)アクセスルートの確保」に準拠することとし
ている。よって、「１．０ 共通事項」と同じ

く、基準地震動の追加により、それらの安全設
計の方針に変更はなく、特定重大事故等対処施
設の機能を維持するための体制の整備に係る既

設置許可の基準適合性確認結果に影響を与える
ものではない。 

○ 

本項目のうち，アクセスルートの確保の事項に
ついては，既許可申請書の本文十号において，

「１．０ 共通事項」に記載の「（１）（ⅰ）
ａ．（b）アクセスルートの確保」に準拠するこ
ととしている。よって，「１．０ 共通事項」

と同じく，基準地震動ＳＳの追加により，それら
の設計方針に変更はなく，特定重大事故等対処
施設の機能を維持するための体制の整備に係る

既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与え
るものではない。 

 

 

 


